
 

 

 

 

令和７年１月からの大雪被害対策資金が発動されました 

Ⅰ. 運転資金 
 

令和７年１月９日からの大雪により、果樹の枝折れ等の被害を受けた農林漁業者に対し、

再生産及び経営の維持安定のために必要な資金の融資を行い、農林漁業者の生産活動の維持

を図ります。 

 

１．資金の概要 

資 金 名 山形県農林漁業天災対策資金 

対 象 災 害 ○ 令和７年１月９日からの大雪 

貸付対象者 

○ 被害農業者、被害林業者又は被害漁業者 

農林漁業を主な業務とする者（年間総所得の５割以上を農林水産業所得

に依存している者）で、次のいずれかの被害がある旨の市町村長の認定を受

けた者 

① 農作物等の減収量が３０％以上、かつ、減収による損失額が平年農業等

総収入の１０％以上 

② 果樹等の樹体被害による損失率が被害時価額の３０％以上 

③ 林産物の損失額が平年林業総収入の１０％以上 

④ 樹苗育成施設等の損失額が被害時価額の５０％以上 

⑤ 魚介類、海藻類の損失額が平年漁業総収入の１０％以上 

⑥ 漁船・漁具等の損失額が被害時価額の５０％以上 

資 金 使 途 
○ 種苗、肥料、薬剤、漁具等購入費等の運転資金 

○ ビニールハウス等の簡易な施設の復旧費用 

貸付限度額 

○ 果樹栽培者（果樹収入が５割以上）、家畜等飼養者 

５００万円（法人２,５００万円）又は損失額の５５％のいずれか低い額 

○ 一般農業者（果樹収入が５割未満）、林業者 

２００万円（法人２,０００万円）又は損失額の４５％のいずれか低い額 

○ 一般漁業者 

  ２００万円（法人２,０００万円）又は損失額の５０％のいずれか低い額 

など 

償 還 期 限  被害程度により３年～６年以内（据置期間なし）  

貸 付 利 率 
 ０．９０％以内（融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合 

あり） 

貸 付 期 間  令和７年２月１４日 ～ 令和７年３月３１日 

融 資 枠  １億円 
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２. 利子補給 
・ 基準金利２.６５％のうち、県と市が１.７５％を負担しますので、実質的な貸付金利 

は０.９０％になります。 
・ 県と市による利子負担のほか、融資機関が独自に引き下げを行う場合は、さらに低利 

での利用が可能となる場合があります。 
 
 
 
 

Ⅱ. 施設等復旧資金 
 

令和７年１月９日からの大雪により、農業用施設などに大きな被害が発生したことから、
被害を受けた農林漁業者に対し、施設等原状回復のために必要な資金の融資を行い、農林漁
業者の生産活動の維持を図ります。 

 

１．資金の概要 

資 金 名 山形県災害・経営安定対策資金 

対 象 災 害 ○ 令和７年１月９日からの大雪 

貸付対象者 

 農林漁業を主な業務とする者（年間総所得の５割以上を農林水産業所得に

依存している者）で、対象災害により農林漁業用施設や農地などに被害を受

けた者。 

資 金 使 途  施設等復旧資金 

貸付限度額 

 １,０００万円 
ただし、総事業費から、対象災害の被害を原因として受け取った補助金の

額を控除した額を上限とする。 

償 還 期 限  １０年以内（据置期間３年以内） 

貸 付 利 率 
０．９０％以内（融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合 
あり） 

貸 付 期 間  令和７年２月１４日 ～ 令和７年３月３１日 

融 資 枠  １億円 

  

２. 利子補給 
・ 基準金利２.６５％のうち、県と市が１.７５％を負担しますので、実質的な貸付金利 

は０.９０％になります。 
・ 県と市による利子負担のほか、融資機関が独自に引き下げを行う場合は、さらに低利 

での利用が可能となる場合があります。 

 

 

〇お問い合わせ先 

新庄市農林課 水田農業対策係 電 話 0233-29-5835（直通） 

0233-22-2111（内線：268） 

 


